
第４７号議案 

 

 

専 決 処 分 に つ い て 

 

 

 令和７年度新宮町国民健康保険特別会計補正予算について、令和８年３月３

１日付けで専決処分したので報告し、承認を求める。 

 

 

令和８年６月５日提出 

 

 

新宮町長  桐 島 光 昭   

 

 

理 由 

 令和７年度の国民健康保険税等が確定したことなどのため、令和７年度新宮

町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）を地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





令和７年度新宮町国民健康保険特別会計補正予算 

 

 

 令和７年度新宮町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２６，３７６千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４７０，０５７千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和８年３月３１日提出 

 

 

新宮町長  桐 島 光 昭   
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1 519,309 30,237 549,546

1 国民健康保険税 519,309 30,237 549,546

3 1,709,585 △18,412 1,691,173

1 県補助金 1,709,585 △18,412 1,691,173

4 229,397 △37,969 191,428

1 他会計繰入金 229,397 △37,969 191,428

6 2,294 △232 2,062

1 延滞金加算金及び過料 2,001 △232 1,769

2,496,433 △26,376 2,470,057

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

国民健康保険税

県支出金

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 56,082 △2,083 53,999

1 総務管理費 55,778 △2,083 53,695

2 1,695,841 △18,311 1,677,530

1 療養諸費 1,447,246 △4,492 1,442,754

2 高額療養費 237,455 △10,819 226,636

4 出産育児諸費 10,005 △3,000 7,005

3 687,753 0 687,753

1 医療費給付費分 474,484 0 474,484

2 後期高齢者支援金等分 165,796 0 165,796

3 介護納付金分 47,473 0 47,473

4 26,901 △4,424 22,477

1 特定健康診査等事業費 26,583 △4,424 22,159

5 24,856 △1,558 23,298

1 償還金及び還付加算金 24,856 △1,558 23,298

2,496,433 △26,376 2,470,057

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

諸支出金

歳　　出　　合　　計



１　総　　括

（歳　　入）

1 国民健康保険税 519,309 30,237 549,546

3 県支出金 1,709,585 △18,412 1,691,173

4 繰入金 229,397 △37,969 191,428

6 諸収入 2,294 △232 2,062

2,496,433 △26,376 2,470,057

 千円

歳　　入　　合　　計
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 千円  千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計
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（歳　　出）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 総務費 56,082 △2,083 53,999 △2,083 0

2 保険給付費 1,695,841 △18,311 1,677,530 △41,142 △2,000 24,831

3 国民健康保険事業費納付金 687,753 0 687,753 22,797 △22,797

4 保健事業費 26,901 △4,424 22,477 △67 △4,357

5 諸支出金 24,856 △1,558 23,298 △1,558

2,496,433 △26,376 2,470,057 △18,412 0 △4,083 △3,881

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円 千円

款 計

 千円  千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計
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 千円



 千円  千円

　１款　国民健康保険税

　１項　国民健康保険税

 千円

30,237千円

30,237千円

 千円

目 補正前の額
節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

２　　歳    入

1 519,306 30,240 549,546一般被保険者国民健康保険税

 千円

補　正　額 計

医療給付費分 18,3911 医療給付費分現年課税分 18,391

現年課税分

医療給付費分 4612 医療給付費分滞納繰越分 461

滞納繰越分

後期高齢者支 8,9073 後期高齢者支援金分現年課税分 8,907

援金分現年課

税分

後期高齢者支 1,5744 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,574

援金分滞納繰

越分

介護納付金分 5185 介護納付金分現年課税分 518

現年課税分

介護納付金分 3896 介護納付金分滞納繰越分 389

滞納繰越分

2 3 △3 0退職被保険者等国民健康保険税 医療給付費分 △11 医療給付費分滞納繰越分 △1

滞納繰越分

後期高齢者支 △12 後期高齢者支援金分滞納繰越分 △1

援金分滞納繰

越分

介護納付金分 △13 介護納付金分滞納繰越分 △1

滞納繰越分

計 519,309 30,237 549,546
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国民健康保険特別会計



 千円  千円

　３款　県支出金

　１項　県補助金

 千円

△18,412千円

△18,412千円

 千円

目 補正前の額
節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

1 1,709,585 △18,412 1,691,173保険給付費等交付金

 千円

補　正　額 計

普通交付金 △41,1421 普通交付金 △41,142

特別交付金 22,7302 特別交付金 22,730

計 1,709,585 △18,412 1,691,173

△37,969千円

　４款　繰入金 △37,969千円

　１項　他会計繰入金

1 229,397 △37,969 191,428一般会計繰入金 職員給与費等 △2,0832 職員給与費等繰入金 △2,083

繰入金

出産育児一時 △2,0003 出産育児一時金等繰入金 △2,000

金等繰入金

財政安定化支 5064 財政安定化支援事業繰入金 506

援事業繰入金

その他一般会 △34,3927 その他一般会計繰入金 △34,392

計繰入金

計 229,397 △37,969 191,428

△232千円

　６款　諸収入 △232千円

　１項　延滞金加算金及び過料

1 2,000 △231 1,769一般被保険者延滞金 一般被保険者 △2311 一般被保険者延滞金 △231

延滞金

2 1 △1 0退職被保険者等延滞金 退職被保険者 △11 退職被保険者等延滞金 △1

等延滞金

計 2,001 △232 1,769
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国民健康保険特別会計



 千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円 千円 千円

補正額

地方債

計
区　　分

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円 千円  千円

　１款　総務費

　１項　総務管理費 △2,083千円

△2,083千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

△2,0831 一般管理費 54,282 52,199 △2,083 △671職員手当等3 △671時間外勤務手当

△642役務費11 △642郵便料金

△770委託料12 △770国保診療報酬明細書点検委託料

53,69555,778 △2,083計 0 △2,0830 0

△18,311千円

△4,492千円　１項　療養諸費

　２款　保険給付費

01 一般被保険 1,425,098 1,425,098 △17,479 17,479 財源更正

者療養給付

費

△4,191 △4,191負担金補助及182 一般被保険 18,560 14,369 △4,191 △4,191一般被保険者療養費負担金

び交付金者療養費

△3013 審査支払手 3,588 3,287 △301 △301負担金補助及18 △301療養給付費及び療養費審査支払手数料負担金

び交付金数料

△21,670 0 17,1781,442,7541,447,246 △4,492計

△18,311千円

△10,819千円

0

　２項　高額療養費

　２款　保険給付費

△10,8191 一般被保険 237,355 226,536 △19,472 8,653 △10,819負担金補助及18 △10,819一般被保険者高額療養費負担金

者高額療養 び交付金

費

226,636237,455 △10,819計 △19,472 00 8,653

国民健康保険特別会計
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 千円  千円

目 補正前の額

 千円  千円 千円 千円

補正額

地方債

計
区　　分

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円 千円  千円

　２款　保険給付費

　４項　出産育児諸費 △3,000千円

△18,311千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

△3,0001 出産育児一 10,005 7,005 △2,000 △1,000 △3,000負担金補助及18 △3,000出産育児一時金補助金

び交付金時金

0 0 △1,0007,00510,005 △3,000計

0千円

0千円

△2,000

　１項　医療費給付費分

　３款　国民健康保険事業費納付金

01 一般被保険 474,484 474,484 15,728 △15,728 財源更正

者医療給付

費分

474,484474,484 0計 15,728 0 △15,728

0千円

0千円

0

　２項　後期高齢者支援金等分

　３款　国民健康保険事業費納付金

01 一般被保険 165,796 165,796 5,496 △5,496 財源更正

者後期高齢

者支援金等

分

165,796165,796 0計 5,496 0 △5,496

0千円

0千円

0

　３項　介護納付金分

　３款　国民健康保険事業費納付金

01 介護納付金 47,473 47,473 1,573 △1,573 財源更正

分

47,47347,473 0計 1,573 00 △1,573

国民健康保険特別会計
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 千円 千円 千円  千円 千円  千円

目 補正前の額

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

国県支出金

 千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

　４款　保健事業費

　１項　特定健康診査等事業費 △4,424千円

△4,424千円

節補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他

特　　　　定　　　　財　　　　源

△4,4241 特定健康診 26,583 22,159 △67

 千円

△4,357 △4,424委託料12 △3,968特定健康診査委託料

査等事業費 △456特定保健指導委託料

22,15926,583 △4,424計 △67 00 △4,357

△1,558千円

△1,558千円　１項　償還金及び還付加算金

　５款　諸支出金

△1,5581 一般被保険 2,500 942 △1,558 △1,558償還金利子及22 △1,558一般被保険者国民健康保険税還付金

者保険税還 び割引料

付金

23,29824,856 △1,558計 0 00 △1,558

国民健康保険特別会計
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２　一般職

（１）総括

（ ）

（ ）

（ ）

　注）（　）内は短時間勤務職員を外書き。

（ ）

（ ）

（ ）

給　　与　　費　　明　　細　　書

補　正　前
2

3,626 15,326 13,397 32,349
4

（千円） （千円）

補　正　後
2

3,626 15,326 12,726 31,678
4

区　　　分
職　員　数

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　費

報　　　酬 給　　　料 職 員 手 当 計

（人）

区　　　分
共　済　費 合　　　計

備　　　　　　　　　　　　　考

（千円） （千円）

比　　　較
0

0 0 △ 671 △ 671
0

（千円） （千円）

補　正　前 6,171 38,520 　県市町村職員退職手当組合負担金 1,840 千円

補　正　後 6,171 37,849 　県市町村職員退職手当組合負担金 1,840 千円

職員手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

比　　　較 0 △ 671

区　　分
扶養手当 地域手当

（千円）

補 正 後 408 987 696 2,474 136

管理職手当
時間外

勤務手当
通勤手当 住居手当

の 内 訳

の 内 訳

比　　較 0 0 0 △ 671 0

補 正 前 408 987 696 3,145 136

職員手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分

特殊勤務
手当

宿日直手当 期末手当 勤勉手当
管理職員特
別勤務手当

補 正 前 4,383 3,622 20

補 正 後 4,383 3,622 20

補　正　後 12,922 10,438 23,360

0

　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　　分
職　員　数

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　費

報　　　酬 給　　　料 職 員 手 当 計

（人）

3

比　　較 0 0

補　正　前 12,922 11,109

（千円） （千円） （千円）

24,031
3

比　　　較 0 △ 671 △ 671
0

（千円）
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（ ）

（ ）

（ ）

区　　　分
共　済　費 合　　　計

備　　　　　　　　　　　　　考

（千円） （千円）

補　正　前 4,690 28,721 　県市町村職員退職手当組合負担金 1,551 千円

補　正　後 4,690 28,050 　県市町村職員退職手当組合負担金 1,551 千円

職員手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

比　　　較 0 △ 671

区　　分
扶養手当 地域手当

（千円）

補 正 後 408 842 696 2,450 136

管理職手当
時間外

勤務手当
通勤手当 住居手当

の 内 訳

の 内 訳

比　　較 0 0 0 △ 671 0

補 正 前 408 842 696 3,121 136

職員手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分

特殊勤務
手当

宿日直手当 期末手当 勤勉手当
管理職員特
別勤務手当

補 正 前 3,232 2,654 20

補 正 後 3,232 2,654 20

職 員 手 当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円）

0

　注）この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る

職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載。

　注）（　）内は、短時間勤務職員を外書き。

　　イ　会計年度任用職員

区　　　分
職　員　数

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　費

報　　　酬 給　　　料

比　　較 0 0

補　正　前
2

3,626 2,404 2,288 8,318
1

補　正　後
2

3,626 2,404 2,288 8,318
1

区　　　分
共　済　費 合　　　計

備　　　　　　　　　　　　　考

（千円） （千円）

比　　　較
0

0 0 0 0
0

補　正　前 1,481 9,799 　県市町村職員退職手当組合負担金 289 千円

補　正　後 1,481 9,799 　県市町村職員退職手当組合負担金 289 千円

比　　　較 0 0
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

職員手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分
地域手当

時間外
勤務手当

968

補 正 後 145 24 0 1,151 968

通勤手当 期末手当 勤勉手当

の 内 訳

比　　較 0 0 0 0

補 正 前 145 24 0 1,151

0

　注）この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）

で予算の積算の基礎となったものについて記載。

　注）（　）内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が

常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

区　　分
増 減 額 増　減　事　由　別　内　訳

説　　　　　　　明 備　　考

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

（千円） （千円）

給　　料 0 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 671 異動等に伴う減

そ の 他 の 増 減 分 0

職員手当 △ 671 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 0
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